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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　浴槽の排水口を開閉する排水栓と、
　前記排水栓の開閉を遠隔操作する操作部と、
　前記操作部の動作を前記排水栓に伝達するレリーズワイヤと、
　前記排水口の下部に接続した排水管に連接されて、内部に前記レリーズワイヤが挿通す
る空洞部を有する保護チューブと、
を備え、
　前記操作部を、前記浴槽の溢れ面よりも低い位置に配設し、
　前記保護チューブの前記排水管と反対側の端部に、前記レリーズワイヤが挿通可能であ
って前記排水管から保護チューブに流れ込んだ水を止水する止水部材を設け、
　前記操作部を前記浴槽の洗い場側側面または浴槽の側面を覆う浴槽エプロンに設置し、
　前記保護チューブの前記排水管とは反対側の端部を取り付けるための固定部を、前記浴
槽の外側側面を覆うエプロンと前記浴槽の外側側面との間に設けたことを特徴とする浴槽
の排水栓装置。
【請求項２】
　前記操作部は、
　　操作部取付孔が形成された操作部取付面の表側から前記操作部取付孔に挿入されるガ
イド部材と、
　　前記ガイド部材の内周に配置される操作ボタンと、
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　　前記操作ボタンを往復動可能に支持するとともに前記操作ボタンの往復動を前記レリ
ーズワイヤに伝える操作機構部と、
　　前記操作部取付面の裏側から前記ガイド部材に直接又は間接的に接合されて、前記操
作機構部を保持する継手部と、
を備え、
　前記継手部は、前記レリーズワイヤを外部から内部に挿通させるともに、前記継手部の
内側の水を外部に逃がすことが可能な貫通孔を備え、
　前記保護チューブの前記排水管と反対側の端部を前記継手部から離間させたことを特徴
とする請求項１記載の浴槽の排水栓装置。
【請求項３】
　前記保護チューブの前記排水管とは反対側の端部を、前記浴槽の外側側面を覆うエプロ
ンの背後に設置された固定部に取り付ける固定部材を設け、
　前記固定部材に前記止水部材を装着したことを特徴とする請求項２記載の浴槽の排水栓
装置。
【請求項４】
　前記止水部材が前記固定部材から抜けるのを防止する留め金具を設けたことを特徴とす
る請求項３記載の浴槽の排水栓装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、浴槽の排水栓を遠隔操作によって開閉する浴槽の排水栓装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　遠隔操作式の排水栓装置は、操作部から排水栓にレリーズワイヤで力を伝えるものが主
流である。この排水栓装置では、レリーズワイヤが破損しないように、レリーズワイヤの
周りを保護チューブで覆った構造が採用されている（特許文献１）。浴槽のフランジに排
水栓の操作部を設置する場合には、保護チューブは、排水管から操作部まで到達する構造
で問題ないが、操作部を浴槽の溢れ面（フランジの上面）よりも低い位置（例えば、浴槽
の外側面や浴室カウンター上など）に設置する場合には、保護チューブを操作部に繋げる
と、浴槽の排水時に排水管から逆流した水が操作部から流出してしまうことがある。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２０１０－１５６１８０号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　そこで、本発明は、レリーズワイヤの保護チューブの操作部側の端部から水漏れするこ
となく、遠隔操作式排水栓の操作部を浴槽の溢れ面よりも低い位置に設置可能にすること
を目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　上記した課題を解決するために、請求項１によれば、浴槽の排水口を開閉する排水栓と
、前記排水栓の開閉を遠隔操作する操作部と、前記操作部の動作を前記排水栓に伝達する
レリーズワイヤと、前記排水口の下部に接続した排水管に連接されて、内部に前記レリー
ズワイヤが挿通する空洞部を有する保護チューブと、を備え、前記操作部を、前記浴槽の
溢れ面よりも低い位置に配設し、前記保護チューブの前記排水管と反対側の端部に、前記
レリーズワイヤが挿通可能であって前記排水管から保護チューブに流れ込んだ水を止水す
る止水部材を設け、前記操作部を前記浴槽の洗い場側側面または浴槽の側面を覆う浴槽エ
プロンに設置し、前記保護チューブの前記排水管とは反対側の端部を取り付けるための固
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定部を、前記浴槽の外側側面を覆うエプロンと前記浴槽の外側側面との間に設けたことを
特徴とする。
【０００６】
　これによれば、排水管から排出される浴槽の水が、レリーズワイヤを挿通する保護チュ
ーブを逆流したとしても、水は保護チューブの端部に設けた止水部材で堰き止められる。
よって、浴槽の溢れ面よりも低い位置に排水栓の操作部を設置しても、操作部から水が流
出することがない。
　また、エプロン背後の固定部に保護チューブの端部を固定するので、エプロンを外した
状態で保護チューブの施工を楽に行うことができる。
【０００７】
　請求項２によれば、前記操作部は、操作部取付孔が形成された操作部取付面の表側から
操作部取付孔に挿入されるガイド部材と、前記ガイド部材の内周に配置される操作ボタン
と、前記操作ボタンを往復動可能に支持するとともに前記操作ボタンの往復動を前記レリ
ーズワイヤに伝える操作機構部と、前記操作部取付面の裏側から前記ガイド部材に直接又
は間接的に接合されて、前記操作機構部を保持する継手部と、を備え、前記継手部は、前
記レリーズワイヤを外部から内部に挿通させるともに、前記継手部の内側の水を外部に逃
がすことが可能な貫通孔を備え、前記保護チューブの前記排水管と反対側の端部を前記継
手部から離間させたことを特徴とする。
【０００８】
　これによれば、ガイド部と操作ボタンの間から浸入した水は、貫通孔から外部に排水可
能である。
　また、排水管に接続された保護チューブは、継手部に接続されていないので、保護チュ
ーブの端部を止水しても、ガイド部と操作ボタンの間から浸入した水は継手部材と保護チ
ューブの間から排出されるので、排水栓装置の内部に水が滞留することはない。
【０００９】
　請求項３によれば、前記保護チューブの前記排水管とは反対側の端部を、前記浴槽の外
側側面を覆うエプロンの背後に設置された固定部に取り付ける固定部材を設け、前記固定
部材に前記止水部材を装着したことを特徴とする。
【００１０】
　これによれば、エプロン背後の固定部に保護チューブの端部を固定するので、エプロン
を外した状態で保護チューブの施工を行うことができる。
【００１１】
　請求項４によれば、前記止水部材が前記固定部材から抜けるのを防止する留め金具を設
けたことを特徴とする。
【００１２】
　これによれば、排水管から流れ込む水の勢いや圧力で止水部材が抜けることがないから
、長期間にわたって確実に止水することが可能となる。
【発明の効果】
【００１３】
　本発明によれば、レリーズワイヤの保護チューブの操作部側の端部から水漏れすること
なく、遠隔操作式排水栓の操作部を浴槽の溢れ面よりも低い位置に設置可能にすることが
可能となる。
【図面の簡単な説明】
【００１４】
【図１】本発明の実施の形態にかかる排水栓装置を用いた浴槽を例示する模式的斜視図で
ある。
【図２】図１に示すＡ－Ａ線の破断した模式的斜視図である。
【図３】固定部材の取り付け位置を例示する模式的断面図である。
【図４】本発明の実施の形態にかかる浴槽の排水栓装置を例示する模式的断面図である。
【発明を実施するための形態】
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【００１５】
　以下、本発明の実施の形態について図面を参照しつつ説明する。
　図１は本発明の実施の形態に係る排水栓装置を用いた浴槽を例示する模式的斜視図、図
２は図１に示すＡ－Ａ線の破断した模式的斜視図、図３は固定部材の取り付け位置を例示
する模式的断面図、図４は排水栓装置を例示する模式的断面図である。
【００１６】
　図１に表したように、浴室ユニット５００は、架台１００と、洗い場床パン２００と、
浴槽３００と、排水栓装置１１０と、を備える。　
　架台１００は、洗い場用架台１０１と、浴槽用架台１０２と、を有する。洗い場用架台
１０１は、洗い場床パン２００を支持する。すなわち、洗い場床パン２００は、洗い場用
架台１０１に載置されている。浴槽用架台１０２は、浴槽３００を支持する。すなわち、
浴槽３００は、浴槽用架台１０２に載置されている。
【００１７】
　洗い場用架台１０１は、下部に設けられた支持脚１１１を有する。一方、浴槽用架台１
０２は、下部に設けられた支持脚１２１を有する。架台１００は、洗い場用架台１０１と
浴槽用架台１０２とが連結された状態で、図示しない浴室等の設置面（例えば、建物の床
）の上に載置されている。
【００１８】
　洗い場床パン２００は、洗い場２０１及び洗い場排水口２１０を有する。洗い場床パン
２００の上（表側）の水は、洗い場排水口２１０を通過し、浴室用排水トラップ（図示せ
ず）へ導かれる。そして、浴室用排水トラップへ導かれた水は、洗い場床パン２００の下
（裏側）に設けられた建築排水管（図示せず）を通過して排出される。つまり、洗い場排
水口２１０は、洗い場２０１の水を排出することができる。
【００１９】
　浴槽３００は、排水口３１０を有する。浴槽３００内の水は、排水口３１０を通過し、
浴室用排水トラップへ導かれる。そして、浴室用排水トラップへ導かれた水は、洗い場床
パン２００の下（裏側）に設けられた建築排水管を通過して排出される。つまり、排水口
３１０は、浴槽３００内の水を排出することができる。
【００２０】
　図２，３に表したように、洗い場床パン２００と浴槽３００との間には、エプロン２３
０が設置されている。エプロン２３０は、浴槽３００の外側側面を覆う。エプロン２３０
は、洗い場床パン２００と浴槽３００との間に形成される開口を塞ぐように取り付けられ
る。
【００２１】
　浴槽３００の外側側面とエプロン２３０との間には固定部６０が配置される。固定部６
０は、洗い場床パン２００の浴槽３００側の縁から上方に設置されたパネル６１に取り付
けられている。なお、パネル６１自体を固定部６０として用いてもよい。
【００２２】
　固定部材５０は、固定部６０に取り付けられる。本実施形態では、固定部材５０が取り
付けられた固定部６０がパネル６１に固定されている。固定部材５０と操作部２０との間
にはレリーズワイヤ３０が設けられている。すなわち、レリーズワイヤ３０は、固定部６
０とエプロン２３０との間に引き回される。
【００２３】
　次に、浴槽の排水栓装置１１０について説明する。
　図４に表したように、排水栓装置１１０は、排水栓１０と、操作部２０と、レリーズワ
イヤ３０と、保護チューブ４０と、固定部材５０と、を備える。排水栓１０は、浴槽３０
０の底面に設けられた排水口３１０を開閉する栓である。排水栓１０は、操作部２０によ
る遠隔操作によって開閉される。
【００２４】
　操作部２０は、浴槽３００の溢れ面（フランジの上面）３２０よりも低い位置（下方）
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に配設される。操作部２０は、例えば浴槽３００の外側側面を覆うエプロン２３０に取り
付けられる。
【００２５】
　操作部２０は、浴槽３００の操作部取付面（エプロン２３０の表面）に形成された操作
部取付孔の表側から挿入されるガイド部材２１と、ガイド部材２１の内周に配置されてガ
イド部材２１の内周で案内されるプッシュ式の操作ボタン２２と、操作ボタン２２の往復
動を支持するとともに操作ボタン２２の往復動をレリーズワイヤ３０に伝える操作機構部
２３と、操作部取付面の裏側からガイド部材２１に直接又は間接的に接合されて、操作機
構部２３を保持する継手部２４と、を備えており、操作ボタン２２を押すことで排水栓１
０の開閉が行われる。継手部２４は、レリーズワイヤ３０を外部から内部に挿通させ、継
手部２４の内側の水を外部に逃がすことが可能な貫通孔２４ｈを備えている。
【００２６】
　レリーズワイヤ３０は、排水栓１０と操作部２０との間に設けられ、操作部２０の動作
を排水栓１０に伝達する。レリーズワイヤ３０は、アウターチューブ３１とアウターチュ
ーブ３１内に挿入されるインナーワイヤ３２とを含む。
【００２７】
　保護チューブ４０の一端は、排水口３１０の下側に設けられた排水管２５０に接続され
る。保護チューブ４０は、空洞部にレリーズワイヤ３０を内蔵してレリーズワイヤ３０を
保護する役目を果たす。すなわち、レリーズワイヤ３０は、保護チューブ４０内に挿入さ
れる。
【００２８】
　保護チューブ４０の排水管２５０とは反対側の端部（他端）は固定部材５０に取り付け
られる。図２及び図３に表したように、固定部材５０は、エプロン２３０の背後（エプロ
ン２３０と浴槽３００との間）に配設された固定部６０に取り付けられる。
【００２９】
　固定部材５０は、第一部材５１と、第二部材５２と、止水部材５３と、を有する。第一
部材５１は、一端５１ａ及び他端５１ｂを有する。第一部材５１には、一端５１ａから他
端５１ｂにかけてレリーズワイヤ３０を挿通させる連通穴５１ｈが設けられる。第一部材
５１の一端５１ａは、固定部６０の背面側（浴槽３００側）に配設される。第一部材５１
の他端５１ｂは、保護チューブ４０に連結される。また、第一部材５１の一端５１ａには
フランジ部５１ｆが設けられる。このフランジ部５１ｆが固定部６０の背面側に当接する
。
【００３０】
　第二部材５２は、固定部６０の前面側（エプロン２３０側）に配設される。第二部材５
２にはフランジ部５２ｆが設けられる。このフランジ部５２ｆが固定部６０の前面側に当
接する。
【００３１】
　図３に表したように、固定部６０には貫通孔６０ｈが設けられる。第二部材５２はエプ
ロン２３０側から貫通孔６０ｈに挿入され、浴槽３００側の第一部材５１と締結固定され
る。これにより、第一部材５１のフランジ部５１ｆと、第二部材５２のフランジ部５２ｆ
との間に固定部６０を挟み込むようにして、第一部材５１及び第二部材５２が固定部６０
に固定される。
【００３２】
　止水部材５３は、第二部材５２側から第一部材５１側に差し込まれる筒状体である。止
水部材５３は、第一部材５１の連通穴５１ｈに装着される。止水部材５３の中心部にはレ
リーズワイヤ３０が摺動可能に挿入される挿入孔５３ｈが設けられる。止水部材５３は、
レリーズワイヤ３０と固定部材５０との隙間を埋めるように設けられる。
【００３３】
　図４に表したように、固定部材５０には、止水部材５３が固定部材５０から抜けるのを
防止する留め金具５２５が設けられている。留め金具５２５は、第二部材５２の第一部材
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５１とは反対側の面に、ビス５２６により固定されている。この留め金具５２５によって
、排水管２５０から流れ込む水の勢いで止水部材５３が抜けることがないから、長期間に
わたって確実に止水することが可能となる。
【００３４】
　保護チューブ４０の端部が排水管２５０に接続されている構成では、浴槽３００の湯を
排出する際に排水管２５０に流れた水（冷水、お湯などを含む）が保護チューブ４０内を
逆流する可能性がある。ここで、浴槽３００の溢れ面（フランジの上面）３２０よりも低
い位置（下方）に操作部２０を配設する場合には、保護チューブ４０を逆流した水が操作
部２０から排出する恐れがある。しかし、本実施形態に係る排水栓装置１１０では、保護
チューブ４０が固定部材５０の第一部材５１の他端５１ｂに接続され、固定部材５０とレ
リーズワイヤ３０との隙間に止水部材５３が設けられている。このため、配水管２５０か
ら保護チューブ４０内に水が逆流した場合であっても止水部材５３によって止水すること
ができ、止水部材５３よりも先に水が伝わらない。このようにして操作部２０から水が流
出することなく、浴槽３００の溢れ面（フランジの上面）３２０よりも低い位置（下方）
に操作部２０を配設することが可能となる。
【００３５】
　一方、保護チューブ４０の排水管と反対側の端部は、継手部２４から離間され、保護チ
ューブ４０と継手部２４との間には空隙が形成されている。そのため、継手部２４の貫通
孔２４ｈは、保護チューブ４０に連通しておらず、継手部２４の内側の水を外部に逃がす
ことが可能となる。
【００３６】
　以上説明したように、本実施形態によれば、レリーズワイヤ３０を保護する保護チュー
ブ４０が排水管２５０に接続されていても、排水管２５０から保護チューブ４０に逆流し
た水を固定部材５０の止水部材５３によって止水され、逆流した水が固定部材５０から先
の操作部２０側へ伝わることはない。これにより、操作部２０が浴槽３００の溢れ面３２
０よりも下に配設されていても、操作部２０から水が排出されることを防止することがで
きる。
【００３７】
　また、操作部２０のガイド部材２１と操作ボタン２２との隙間から継手部２４内に浸入
した水は、貫通孔２４ｈから排出され、継手部２４と保護チューブ４０との間の空隙から
排水栓装置の外部に排出される。そのため、排水栓装置の内部に水が滞留することがない
。
【００３８】
　また、操作部２０を浴槽３００の洗い場側側面または浴槽３００の側面を覆うエプロン
２３０に設置し、さらに、保護チューブ４０の排水管とは反対側の端部を、浴槽３００の
外側側面を覆うエプロン２３０の背後に設置された固定部６０に取り付けるための固定部
材５０を設け、その固定部材５０に止水部材５３を装着している。そのため、エプロン２
３０を外した状態で、エプロン２３０のすぐ背後で保護チューブ４０の施工を行うことが
できるので、楽に施工することができる。
【００３９】
　以上、本発明の実施の形態について説明した。しかし、本発明はこれらの記述に限定さ
れるものではない。前述の実施の形態に関して、当業者が適宜設計変更を加えたものも、
本発明の特徴を備えている限り、本発明の範囲に包含され、排水栓装置１１０が備える各
要素の形状、寸法、材質、配置などや排水栓１０や操作部２０等の設置形態などは、例示
したものに限定されるわけではなく適宜変更することができる。例えば、操作部２０は、
浴槽３００のエプロン２３０より上方となる側面（洗い場側の側面）に直接取り付けたり
、浴槽の溢れ面より下方位置にある浴室カウンターの上面あるいは側面、または、浴室の
壁パネルの前面に取り付けてもよい。また、洗い場床パン２００の浴槽側の端部を上方に
立ち上げた部位をパネル６１としてもよい。
【符号の説明】
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【００４０】
１０　排水栓
２０　操作部
２１　ガイド部材
２２　操作ボタン
２３　操作機構部
２４　継手部
２４ｈ　貫通孔
３０　レリーズワイヤ
４０　保護チューブ
５０　固定部材
５３　止水部材
６０　固定部
２３０　浴槽エプロン
２３１　操作部取付面
２３２　操作部取付孔
２５０　排水管
３００　浴槽
３１０　排水口
５２５　留め金具

【図１】 【図２】
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